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（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、水 道 局 (以 下「 局 」と い う 。)が 発 注 す る 建 設 工 事

等 の 適 正 な 執 行 を 確 保 す る た め 、 有 資 格 業 者 の 指 名 停 止 等 の 措 置 に

つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 領 に お い て「 建 設 工 事 等 」と は 、宇 部 市 水 道 局 建 設 工 事

等 請 負 業 者 選 定 要 綱 （ 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 制 定 。 以 下 こ の 条 に お い て

「 選 定 要 綱 」 と い う 。） 第 ２ 条 第 １ 項 の 建 設 工 事 等 を い う 。  

２  こ の 要 領 に お い て「 有 資 格 業 者 」と は 、選 定 要 綱 第 ３ 条 に 規 定 す る

有 資 格 業 者 を い う 。  

３  こ の 要 領 に お い て 「 局 工 事 」 と は 、 局 が 発 注 す る 建 設 工 事 等 を い

う 。  

４  こ の 要 領 に お い て「 一 般 の 建 設 工 事 等 」と は 、宇 部 市 内 に お け る 建

設 工 事 等 で 局 工 事 以 外 の も の を い う 。  

５  こ の 要 領 に お い て「 代 表 役 員 等 」と は 、有 資 格 業 者 で あ る 個 人 又 は

法 人 の 代 表 権 を 有 す る 役 員 （ 代 表 権 を 有 す る と 認 め る べ き 肩 書 を 付

し た 役 員 を 含 む 。） を い う 。  

６  こ の 要 領 に お い て「 一 般 役 員 等 」と は 、有 資 格 業 者 の 役 員 又 は そ の

支 店 若 し く は 営 業 所 （ 常 時 、 建 設 工 事 等 の 請 負 契 約 を 締 結 す る 事 務

所 を い う 。） を 代 表 す る 者 で 前 項 に 掲 げ る も の 以 外 の も の を い う 。  

７  こ の 要 領 に お い て「 使 用 人 」と は 、有 資 格 業 者 の 使 用 人 で 前 項 に 掲

げ る 者 以 外 の も の を い う 。  

（ 指 名 停 止 の 基 準 ）  

第 ３ 条  水 道 事 業 管 理 者（ 以 下「 管 理 者 」と い う 。）は 、有 資 格 業 者 が

別 表 第 １ 及 び 別 表 第 ２ の 各 号（ 以 下「 別 表 各 号 」と い う 。）に 掲 げ る

措 置 要 件 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 情 状 に 応 じ て 別 表 各 号 に 定

め る と こ ろ に よ り 期 間 を 定 め 、 当 該 有 資 格 業 者 に 対 し 、 指 名 停 止 を

行 う も の と す る 。た だ し 、市 長 が 指 名 停 止 を 行 っ た 場 合 は 、こ の 処 置

に 準 じ る も の と し 、 管 理 者 の 指 名 停 止 は 要 し な い 。  

２  管 理 者 は 、 指 名 停 止 を 行 っ た と き は 、 建 設 工 事 等 の 工 事 請 負 契 約

等 の た め の 指 名 を 行 う に 際 し 、 当 該 指 名 停 止 に 係 る 有 資 格 業 者 を 指



名 し て は な ら な い 。 当 該 指 名 停 止 に 係 る 有 資 格 業 者 を 現 に 指 名 し て

い る と き は 、 指 名 を 取 り 消 す も の と す る 。  

（ 下 請 負 人 及 び 共 同 企 業 体 に 対 す る 指 名 停 止 ）  

第 ４ 条  管 理 者 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 指 名 停 止 を 行 う 場 合 に お い て 、

当 該 指 名 停 止 に つ い て 責 め を 負 う べ き 有 資 格 業 者 で あ る 下 請 負 人 が

あ る こ と が 明 ら か に な っ た と き は 、 当 該 下 請 負 人 に つ い て 、 元 請 負

人 の 指 名 停 止 の 期 間 の 範 囲 内 で 情 状 に 応 じ て 期 間 を 定 め 、 指 名 停 止

を 併 せ て 行 う も の と す る 。  

２  管 理 者 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 共 同 企 業 体 に つ い て 指 名 停 止 を 行 う

と き は 、 当 該 共 同 企 業 体 の 有 資 格 業 者 で あ る 構 成 員 （ 明 ら か に 当 該

指 名 停 止 に つ い て 責 め を 負 わ な い と 認 め ら れ る 者 を 除 く 。）に つ い て 、

当 該 共 同 企 業 体 の 指 名 停 止 の 期 間 の 範 囲 内 で 情 状 に 応 じ て 期 間 を 定

め 、 指 名 停 止 を 併 せ て 行 う も の と す る 。  

３  管 理 者 は 、 前 条 又 は 前 ２ 項 の 規 定 に よ る 指 名 停 止 に 係 る 有 資 格 業

者 を 構 成 員 に 含 む 共 同 企 業 体 に つ い て 、 当 該 指 名 停 止 の 期 間 の 範 囲

内 で 情 状 に 応 じ て 期 間 を 定 め 、 指 名 停 止 を 行 う も の と す る 。  

（ 指 名 停 止 の 期 間 の 特 例 ）  

第 ５ 条  有 資 格 業 者 が １ の 事 案 に よ り 別 表 各 号 の 措 置 要 件 の ２ 以 上 に

該 当 し た と き は 、 当 該 措 置 要 件 ご と に 規 定 す る 期 間 の 短 期 及 び 長 期

の そ れ ぞ れ 最 も 長 い も の を も っ て 指 名 停 止 の 期 間 の 短 期 及 び 長 期 と

す る 。  

２  有 資 格 業 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る こ と と な っ た 場 合 に

お け る 指 名 停 止 の 期 間 の 短 期 は 、 そ れ ぞ れ 別 表 各 号 に 定 め る 短 期 の

２ 倍 の 期 間 と す る （ た だ し 、 当 初 の 指 名 停 止 の 期 間 が １ か 月 に 満 た

な い と き は こ の 限 り で な い 。）。  

(１ )別 表 第 １ 各 号 又 は 別 表 第 ２ 各 号 の 措 置 要 件 に 係 る 指 名 停 止 の 期

間 中 又 は 当 該 期 間 の 満 了 後 １ か 年 を 経 過 す る ま で の 間 に 別 表 第 １

各 号 又 は 別 表 第 ２ 各 号 の 措 置 要 件 に 該 当 す る こ と と な っ た と き 。  

(２ )別 表 第 ２ 第 １ 号 か ら 第 １ ４ 号 ま で の 措 置 要 件 に 係 る 指 名 停 止 の

期 間 の 満 了 後 ３ か 年 を 経 過 す る ま で の 間 に 、 そ れ ぞ れ 同 表 第 １ 号

か ら 第 １ ４ 号 ま で の 措 置 要 件 に 該 当 す る こ と と な っ た と き （ 前 号

に 掲 げ る 場 合 を 除 く 。）。  

３  管 理 者 は 、 有 資 格 業 者 に つ い て 情 状 酌 量 す べ き 特 別 の 事 由 が あ る

た め 、 別 表 各 号 及 び 前 ２ 項 の 規 定 に よ る 指 名 停 止 の 期 間 の 短 期 未 満

の 期 間 を 定 め る 必 要 が あ る と き は 、 指 名 停 止 の 期 間 を 当 該 短 期 の ２

分 の １ の 期 間 （ 次 条 の 一 に 該 当 す る 場 合 に あ っ て は 、 別 表 第 ２ 第 ４

号 及 び 第 ６ 号 に 定 め る 期 間 を 限 度 と す る 。）ま で 短 縮 す る こ と が で き

る 。  



４  管 理 者 は 、 有 資 格 業 者 に つ い て 極 め て 悪 質 な 事 由 が あ る た め 又 は

極 め て 重 大 な 結 果 を 生 じ さ せ た た め 、 別 表 各 号 及 び 第 １ 項 の 規 定 に

よ る 指 名 停 止 の 期 間 の 長 期 を 超 え る 期 間 を 定 め る 必 要 が あ る と き は 、

指 名 停 止 の 期 間 を 当 該 長 期 の ２ 倍 ま で 延 長 す る こ と が で き る 。  

５  管 理 者 は 、 指 名 停 止 の 期 間 中 の 有 資 格 業 者 に つ い て 、 情 状 酌 量 す

べ き 特 別 の 事 由 又 は 極 め て 悪 質 な 事 由 が 明 ら か に な っ た と き は 、 別

表 各 号 及 び 前 各 項 に 定 め る 期 間 の 範 囲 内 で 指 名 停 止 の 期 間 を 変 更 す

る こ と が で き る 。  

６  管 理 者 は 、 指 名 停 止 の 期 間 中 の 有 資 格 業 者 が 、 当 該 事 案 に つ い て

責 め を 負 わ な い こ と が 明 ら か と な っ た と 認 め た と き は 、 当 該 有 資 格

業 者 に つ い て 指 名 停 止 を 解 除 す る も の と す る 。  

第 ６ 条  管 理 者 は 、 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 情 状 に 応 じ て 別 表 各 号

に 定 め る と こ ろ に よ り 指 名 停 止 を 行 う 際 に 、 有 資 格 業 者 が 私 的 独 占

の 禁 止 及 び 公 正 取 引 の 確 保 に 関 す る 法 律（ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ５ ４ 号 。

以 下「 独 占 禁 止 法 」と い う 。）違 反 等 の 不 正 行 為 に よ り 次 の 各 号 の 一

に 該 当 す る こ と と な っ た 場 合 （ 前 条 第 ２ 項 の 規 定 に 該 当 す る こ と と

な っ た 場 合 を 除 く 。）に は 、そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 期 間 を 指 名 停

止 の 期 間 の 短 期 と す る も の と す る 。  

（ １ ）談 合 情 報 を 得 た 場 合 又 は

談 合 が あ る と 疑 う に 足 り る

事 実 を 得 た 場 合 で 、 有 資 格

業 者 か ら 当 該 談 合 を 行 っ て

い な い と の 誓 約 書 が 提 出 さ

れ た に も か か わ ら ず 、 当 該

事 案 に つ い て 、 別 表 第 ２ 第

４ 号 又 は 第 ６ 号 に 該 当 し た

と き  

（ ２ ）入 札 談 合 等 関 与 行 為 の 排

除 及 び 防 止 並 び に 職 員 に よ

る 入 札 等 の 公 正 を 害 す べ き

行 為 の 処 罰 に 関 す る 法 律

（ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 １ ０ １

号 ） 第 ３ 条 第 ４ 項 に 基 づ く

各 省 各 庁 の 長 等 に よ る 調 査

の 結 果 、 入 札 談 合 等 関 与 行

為 が あ り 、 又 は あ っ た こ と

が 明 ら か と な っ た 場 合 で 、

当 該 関 与 行 為 に 関 し 、 別 表  

そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 短

期 の ２ 倍 の 期 間（ 代 表 役 員 等 及 び

一 般 役 員 等 の 関 与 が 明 ら か で あ

る 場 合 に 限 る 。）又 は １ ．５ 倍 の 期

間  

 

 

 

 

そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 短

期 に １ か 月 加 算 し た 期 間  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 ２ 第 ４ 号 又 は 第 ５ 号 に 該 当

す る 有 資 格 業 者 に 悪 質 な 事 由

が あ る 場 合 （ 前 号 の 規 定 に 該

当 す る こ と と な っ た 場 合 を 除

く 。）  

（ ３ ）宇 部 市 又 は 他 の 公 共 機 関 の

職 員 が 競 売 入 札 妨 害 （ 刑 法

（ 明 治 ４ ０ 年 法 律 第 ４ ５ 号 ）

第 ９ ６ 条 の ６ 第 １ 項 。以 下 同

じ 。）又 は 談 合（ 同 条 第 ２ 項 。

以 下 同 じ 。） の 容 疑 に よ り 逮

捕 さ れ 、又 は 逮 捕 を 経 な い で

公 訴 を 提 起 さ れ た と き で 、当

該 職 員 の 容 疑 に 関 し 、別 表 第

２ 第 ６ 号 又 は 第 ７ 号 に 該 当

す る 有 資 格 業 者 に 悪 質 な 事

由 が あ る と き（ 第 １ 号 の 規 定

に 該 当 す る こ と と な っ た 場

合 は 除 く 。）。  

 

 

 

 

 

そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 短

期 に １ か 月 加 算 し た 期 間  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 指 名 停 止 事 案 の 発 生 報 告 ）  

第 ７ 条  建 設 工 事 等 を 主 管 す る 課 等 の 長 は 、 有 資 格 業 者 が 別 表 各 号 に

掲 げ る 措 置 要 件 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め る と き は 、 指 名 停 止 事

案 の 発 生 に つ い て（ 報 告 ）（ 様 式 第 １ 号 ）に よ り 財 務 課 長 に 報 告 す る

も の と す る 。  

（ 指 名 停 止 等 の 通 知 ）  

第 ８ 条  管 理 者 は 、 第 ３ 条 若 し く は 第 ４ 条 の 規 定 に よ り 指 名 停 止 を 行

い 、 第 ５ 条 第 ５ 項 の 規 定 に よ り 指 名 停 止 の 期 間 を 変 更 し 、 又 は 同 条

第 ６ 項 の 規 定 に よ り 指 名 停 止 を 解 除 し た と き は 、 当 該 有 資 格 業 者 及

び 関 係 機 関 に そ れ ぞ れ 指 名 停 止 に つ い て（ 通 知 ）（ 様 式 第 ２ 号 ）、指 名

停 止 期 間 の 変 更 に つ い て（ 通 知 ）（ 様 式 第 ３ 号 ）又 は 指 名 停 止 の 解 除

に つ い て （ 通 知 ）（ 様 式 第 ４ 号 ） に よ り 通 知 す る も の と す る 。  

（ 随 意 契 約 の 相 手 方 の 制 限 ）  

第 ９ 条  管 理 者 は 、 指 名 停 止 の 期 間 中 の 有 資 格 業 者 を 随 意 契 約 の 相 手

方 と し て は な ら な い 。 た だ し 、 地 方 公 営 企 業 法 施 行 令 第 ２ １ 条 の １

３ 第 １ 項 第 ２ 号 、 第 ５ 号 及 び 第 ６ 号 に 規 定 す る 場 合 は 、 あ ら か じ め

管 理 者 の 承 認 を 受 け て 指 名 停 止 の 期 間 中 の 有 資 格 業 者 を 随 意 契 約 の

相 手 方 と す る こ と が で き る 。  

（ 下 請 等 の 禁 止 ）  



第 １ ０ 条  管 理 者 は 、 指 名 停 止 の 期 間 中 の 有 資 格 業 者 が 建 設 工 事 等 の

全 部 若 し く は 一 部 を 下 請 し 、 又 は 受 託 す る こ と を 承 認 し な い も の と

す る 。  

（ 指 名 停 止 に 至 ら な い 事 由 に 関 す る 措 置 ）  

第 １ １ 条  管 理 者 は 、 指 名 停 止 を 行 わ な い 場 合 に お い て 必 要 が あ る と

認 め る と き は 、当 該 有 資 格 業 者 に 対 し 、書 面 又 は 口 頭 で 、警 告 又 は 注

意 の 喚 起 を 行 う こ と が で き る も の と す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 １ ２ 条  こ の 要 領 に 定 め の な い 事 由 に つ い て 必 要 が あ る 場 合 に は 、

宇 部 市 水 道 局 建 設 工 事 等 請 負 業 者 指 名 審 査 委 員 会 に 諮 り 、 決 定 す る

も の と す る 。  

２  管 理 者 は 、指 名 停 止 を 行 っ た 場 合 に は 、指 名 停 止 措 置 の 概 要（ 様 式

第 ５ 号 ） に よ り 通 知 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ 年 間 が 経 過 す る 日

ま で 局 第 二 庁 舎 １ 階 閲 覧 コ ー ナ ー に お い て 閲 覧 に 供 す る と と も に 、

局 ウ ェ ブ サ イ ト に よ り 公 表 す る 。  

   附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 領 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 宇 部 市 上 下 水 道 局 建 設 工 事 等 の 請 負 契 約 に 係 る 指 名 停 止 措 置 要 領 の

廃 止 ）  

２  宇 部 市 上 下 水 道 局 建 設 工 事 等 の 請 負 契 約 に 係 る 指 名 停 止 措 置 要 領

(平 成 ２ ６ 年 上 下 水 道 局 要 領 )は 、 廃 止 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

３  こ の 要 領 の 施 行 前 に 宇 部 市 上 下 水 道 局 建 設 工 事 等 の 請 負 契 約 に 係

る 指 名 停 止 措 置 要 領 の 規 定 に よ り な さ れ た 処 分 、 手 続 そ の 他 の 行 為

は 、 こ の 要 領 の 相 当 規 定 に よ り な さ れ た も の と み な す 。  

   附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 領 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 領 の 施 行 前 に 宇 部 市 水 道 局 建 設 工 事 等 の 請 負 契 約 に 係 る 指

名 停 止 措 置 要 領 の 規 定 に よ り な さ れ た 処 分 、 手 続 そ の 他 の 行 為 は 、

こ の 要 領 の 相 当 規 定 に よ り な さ れ た も の と み な す 。  


